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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年９月27日に提出いたしました第35期（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日）有価証券報告書の記載事項につ

き、訂正を要する箇所がありましたので当該有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

重要な会計方針 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

  

 



第一部【企業情報】 
  

第５【経理の状況】 
  

１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

＜訂正前＞ 

 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込み額を計上して

おります。 

同左 

  ａ 一般債権   

   主として貸倒実績率法によって

おります。 

  

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権

等 

  

   主として個別に回収可能性を勘

案した回収不能見込額を計上して

おります。 

  

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度に見合う額を計上

しております。 

同左 

  ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（10年）による定額法

により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（10年）による定

額法により、発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（10年）による定額法

により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（10年）による定

額法により、発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

    （追加情報） 

     確定給付企業年金法の施行に伴い、

厚生年金基金の代行部分について、平

成19年６月１日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受けており

ます。当連結会計年度末現在において

測定された返還相当額（最低責任準備

金）は4,096百万円であり、当該返還

相当額（最低責任準備金）の支払が当

連結会計年度末日に行われたと仮定し

て「退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第13号）第44－２

項を適用した場合に生じる利益の見込

額は267百万円であります。 



＜訂正後＞ 

  

 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上してお

ります。 

同左 

  ａ 一般債権   

   主として貸倒実績率法によって

おります。 

  

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権

等 

  

   主として個別に回収可能性を勘

案した回収不能見込額を計上して

おります。 

  

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度に見合う額を計上

しております。 

同左 

  ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（10年）による定額法

により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（10年）による定

額法により、発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（10年）による定額法

により費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（10年）による定

額法により、発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

    （追加情報） 

     確定給付企業年金法の施行に伴い、

厚生年金基金の代行部分について、平

成19年６月１日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受けており

ます。当連結会計年度末現在において

測定された返還相当額（最低責任準備

金）は4,096百万円であり、当該返還

相当額（最低責任準備金）の支払が当

連結会計年度末日に行われたと仮定し

て「退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第13号）第44－２

項を適用した場合に生じる利益の見込

額は3,914百万円であります。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

重要な会計方針 

＜訂正前＞ 

 

項目 
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担分を計上し

ております。 

同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

年数（10年）による定額法により発生

の翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

 従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

年数（10年）による定額法により発生

の翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

    （追加情報） 

     確定給付企業年金法の施行に伴い、

厚生年金基金の代行部分について、平

成19年６月１日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受けており

ます。 

 当事業年度末現在において測定され

た返還相当額（最低責任準備金）は

4,040百万円であり、当該返還相当額

（最低責任準備金）の支払が当事業年

度末日に行われたと仮定して「退職給

付会計に関する実務指針（中間報

告）」（日本公認会計士協会会計制度

委員会報告第13号）第44－２項を適用

した場合に生じる利益の見込額は267

百万円であります。 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備えるた

め内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

同左 



＜訂正後＞ 

  

  

項目 
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担分を計上し

ております。 

同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

年数（10年）による定額法により発生

の翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

 従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

年数（10年）による定額法により発生

の翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

    （追加情報） 

     確定給付企業年金法の施行に伴い、

厚生年金基金の代行部分について、平

成19年６月１日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受けており

ます。 

 当事業年度末現在において測定され

た返還相当額（最低責任準備金）は

4,040百万円であり、当該返還相当額

（最低責任準備金）の支払が当事業年

度末日に行われたと仮定して「退職給

付会計に関する実務指針（中間報

告）」（日本公認会計士協会会計制度

委員会報告第13号）第44－２項を適用

した場合に生じる利益の見込額は

3,914百万円であります。 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備えるた

め内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

同左 
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